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二
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三

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
二
百
九
十
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
自
動
車
税
種
別
割
（
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
徴
収
金
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
。

　
　

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地
等

名　
　

称

事
務
所
の
所
在
地

委
託
の
内
容

地
銀
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス
株

式
会
社

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
石
町
四
丁
目
六
番

七
号

収
納
事
務
の
と
り
ま
と

め

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

株
式
会
社
し
ん
き
ん
情
報
サ
ー
ビ

ス

東
京
都
港
区
港
南
一
丁
目
八
番
二
十
七
号

直
営
店
舗
及
び
加
盟
店

舗
に
お
け
る
収
納
事
務

株
式
会
社
セ
イ
コ
ー
マ
ー
ト

北
海
道
札
幌
市
中
央
区
南
九
条
西
五
丁
目
四

百
二
十
一
番
地

〃

株
式
会
社
セ
ブ
ン
︱
イ
レ
ブ
ン
・

ジ
ャ
パ
ン

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八

〃

山
崎
製
パ
ン
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
岩
本
町
三
丁
目
十
番
一
号

〃

株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
一
番
二
十
一
号

〃

株
式
会
社
ポ
プ
ラ

広
島
県
広
島
市
安
佐
北
区
安
佐
町
大
字
久
地

六
百
六
十
五
番
地
の
一

〃

ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
株
式
会
社

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地

一

〃

株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン

東
京
都
品
川
区
大
崎
一
丁
目
十
一
番
二
号

〃

ビ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
一
丁
目
二
番
二
号
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
の

電
子
機
器
に
よ
る
決
済

サ
ー
ビ
ス
収
納
事
務

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
係
る
指
定
を
し
た
日

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日

三　

委
託
を
し
た
日

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日

四　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

（
告
示
）



令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

大
分
県
報

二

産
大
臣
か
ら
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

豊
後
大
野
市
大
野
町
澤
田
字
由
ケ
迫
一
一
三
七
番
一
二

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

解
除
の
理
由　

　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
九
十
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

宇
佐
市
大
字
日
足
字
堂
所
一
四
〇
一
番
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

解
除
の
理
由　

　
　

土
地
改
良
事
業
用
地
と
す
る
た
め

　

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局

並
び
に
宇
佐
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
九
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
六
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

（
告
示
）

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　
　

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

県
道
新
城
山

香
線

豊
後
高
田
市
田
染
蕗
字
三
郎
迫
三
八

〇
七
番
一
地
内

前

メ
ー
ト
ル

三
二
・
三　
　

　

～
二
二
・
九

メ
ー
ト
ル

一
〇
・
〇

豊
後
高
田
市
田
染
蕗
字
三
郎
迫
三
八

〇
七
番
四
か
ら

豊
後
高
田
市
田
染
蕗
字
三
郎
迫
三
七

〇
七
番
五
ま
で

後

三
二
・
三　
　

　

～
二
二
・
九

一
〇
・
〇

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
九
十
四
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
別
府
港
県
営
三
号
上
屋
の
使
用
に
係
る
使
用
料
及
び
当
該
使
用
料
に
係

る
延
滞
金
の
徴
収
事
務
を
委
託
し
た
。

　
　

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地

　
　

株
式
会
社
サ
サ
キ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

　
　

山
口
県
宇
部
市
港
町
一
丁
目
十
三
番
五
号

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
係
る
指
定
を
し
た
日

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日

三　

委
託
を
し
た
日

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日

四　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
九
十
五
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
大
分
港
港
湾
施
設
の
使
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
委
託
し
た
。

　
　

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日



令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

大
分
県
報

三

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地

　
　

一
般
社
団
法
人
大
分
港
清
港
会

　
　

大
分
市
豊
海
一
丁
目
一
番
一
〇
号

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
係
る
指
定
を
し
た
日

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日

三　

委
託
を
し
た
日

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日

四　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
九
十
六
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
十
二
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法
施

行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
別
府
港
北

浜
ヨ
ッ
ト
ハ
ー
バ
ー
の
港
湾
施
設
の
使
用
に
係
る
使
用
料
及
び
当
該
使
用
料
に
係
る
延
滞
金
の
徴
収
事
務
を

委
託
し
た
。

　
　

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

受
託
者
の
住
所
及
び
名
称

　
　

山
口
県
宇
部
市
港
町
一
丁
目
十
三
番
五
号

　
　
　

株
式
会
社
サ
サ
キ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

　
　
　
　

代
表
取
締
役　

佐
々
木　

勝　

吉

二　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

○
公
　
　
　
　
　
告

　

大
分
県
食
の
安
全
・
安
心
推
進
条
例
（
平
成
十
七
年
大
分
県
条
例
第
十
九
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い

う
。
）
第
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
ふ
ぐ
処
理
講
習
会
を
開
催
す
る
。

　
　

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

（
告
示
・
公
告
）

一　

講
習
会
の
受
講
対
象
者

　
　

条
例
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
ふ
ぐ
処
理
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
者
の
う
ち
、
登
録
の
有
効
期

　

間
の
満
了
の
日
が
令
和
七
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
令
和
九
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
の
者

二　

講
習
会
の
開
催
期
日
及
び
場
所

開　

催　

期　

日

開　
　
　

催　
　
　

場　
　
　

所

①

令
和
七
年
十
月
七
日

大
分
市
大
字
下
郡
四
九
六
番
地
三
八　

大
分
県
教
育
会
館

②

令
和
七
年
十
月
二
十
二
日

大
分
市
大
字
下
郡
四
九
六
番
地
三
八　

大
分
県
教
育
会
館

三　

講
習
時
間
及
び
当
日
受
付
時
間

　
　

講
習
時
間
は
、
午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
四
十
分
ま
で

　
　

当
日
受
付
時
間
は
、
午
後
零
時
十
五
分
か
ら
午
後
零
時
五
十
五
分
ま
で
と
す
る
。

四　

講
習
会
の
受
講
申
込
み
の
受
付
期
間
及
び
場
所

　

１　

受
付
期
間　

令
和
七
年
八
月
二
十
五
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
九
月
五
日
（
金
曜
日
）
ま
で

　

２　

受
付
場
所

　
　
　

次
の
表
に
掲
げ
る
一
般
社
団
法
人
大
分
県
食
品
衛
生
協
会
の
各
支
部

支　

部　

名

所　
　
　

在　
　
　

地

国
東
支
部

国
東
市
国
東
町
安
国
寺
七
八
六
番
地
一　

東
部
保
健
所
国
東
保
健
部
内

速
見
支
部

速
見
郡
日
出
町
字
仁
王
山
三
五
三
一
番
地
二
四　

日
出
総
合
庁
舎
内

別
府
支
部

別
府
市
大
字
鶴
見
字
下
田
井
一
四
番
地
一　

東
部
保
健
所
内

由
布
支
部

由
布
市
庄
内
町
柿
原
三
三
七
番
地
二　

中
部
保
健
所
由
布
保
健
部
内

臼
杵
支
部

臼
杵
市
大
字
臼
杵
字
洲
崎
七
二
番
地
三
四　

中
部
保
健
所
内

津
久
見
市
支
部

津
久
見
市
港
町
一
番
二
一
号　

津
久
見
商
工
会
議
所
内

佐
伯
支
部

佐
伯
市
向
島
一
丁
目
四
番
一
号　

南
部
保
健
所
内

豊
後
大
野
支
部

豊
後
大
野
市
三
重
町
市
場
九
三
四
番
地
二　

豊
肥
保
健
所
内

竹
田
支
部

竹
田
市
大
字
竹
田
字
山
手
一
五
〇
一
番
地
二　

竹
田
総
合
庁
舎
内



令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

大
分
県
報

四

日
田
支
部

日
田
市
田
島
二
丁
目
二
番
五
号　

西
部
保
健
所
内

玖
珠
郡
支
部

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
塚
脇
一
三
七
番
地
一　

玖
珠
総
合
庁
舎
内

中
津
支
部

中
津
市
中
央
町
一
丁
目
一
〇
番
四
二
号　

北
部
保
健
所
内

宇
佐
支
部

宇
佐
市
大
字
法
鏡
寺
二
三
五
番
地
一　

宇
佐
総
合
庁
舎
別
棟
内

豊
後
高
田
支
部

豊
後
高
田
市
是
永
町
三
九
番
地　

北
部
保
健
所
豊
後
高
田
保
健
部
内

大
分
市
支
部

大
分
市
荷
揚
町
六
番
一
号　

大
分
市
保
健
所
内

（
公
告
）


